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代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  奥 出  信 行 

 （コード番号 7969 東証第 1部） 

問い合わせ先 執行役員管理統括本部長 久保 亮三 

ＴＥＬ 03－3603－2134 

  

会 社 名 株 式 会 社 ト ミ ー 

代 表 者 名 代表取締役社長  富 山  幹 太郎 
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問い合わせ先 執行役員管理本部長  田島 省二 

ＴＥＬ 03－5680－2041 

 

株式会社タカラトミーの資本金に関するお知らせ 

 
平成 17年 9月 6日にそれぞれ開催された株式会社トミー及び株式会社タカラの臨時株主

総会において承認された両社間の平成 17年 8月 5日付合併契約書第７条において、平成 18

年 3月 1日の合併効力発生時に増加すべき資本金として 4,010,059,802円と記載しておりま

したが、平成 18 年 2月 28 日に両社間で合併契約書の変更契約書を締結し、株式会社タカ

ラトミーの資本金については増加しないことといたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．変更内容 

【 変更前 】               【 変更後 】 

 増加すべき資本金 4,010,059,802円      資本金は増加しない。 

（参考）株式会社トミー（存続会社）の資本金： 3,459,031,978円 

（平成 18年 1月末現在） 

 なお、株式会社タカラから承継される純資産のうち商法第 288 条の 2 第 1 項第 5 号

に規定する超過額は資本準備金に組み入れます。 

 

２．変更理由 

株式会社タカラから承継される純資産の額が、当初予定されていた合併により増加す

べき資本金の額を下回る見込みとなったことにより、変更いたします。 

 

３．影響 

資本金の変更による影響は特にございません。 

以 上 


